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中国商標: 外国籍原告による行政不服訴訟の勝率 20％ 
 
 

北京 IP 裁判所は 2014 年 11 月に開設されたが、外国の商標権者が中国において権利

行使するために有効な裁判所であることが証明された。行政不服訴訟に関するデータに

よれば、外国の出願人は近年、国家工商行政管理総局(SAIC)商標局が下した拒絶の決定

を以前より覆すことができるようになった。 

 

商標局が出願を拒絶し、出願に対する異議申立を認め、商標登録を無効又は取消す 

決定をした場合、商標の出願人又は権利者は商標局の決定に対して商標評審委員会

(TRAB)に再審を請求することができる。更に、TRAB の決定に不服な場合は、民事裁判所

に訴訟を提起できる。以前は、このような事件は北京第一中級人民法院に提訴し、   

北京高等人民法院及び最高人民法院に上訴することができた。 

しかしながら、2014 年 11 月以降、TRAB の決定に対する訴えは北京 IP 裁判所が扱う

ようになった。 

 

IPHouse（知財関連訴訟のデータベース）によれば、2011 年から 2015 年の間に   

TRAB の決定に対する訴訟が 13,688 件あり、その内、12,642 件に決定が下されたが、 

TRAB の決定が覆されたのは 2,254 件（17.83％）であった。2012 年を除いて、年々訴訟

件数と逆転する件数が増加している。特に 2015 年は北京 IP 裁判所が決定を下した最初

の年であるが、4,108 件の訴訟うち 466 件（18.65％）は決定が逆転している。 
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かかる5年間ではTRABによる異議申立の決定に対する訴訟が最も多く45.34％であり、

拒絶に対する訴訟が 34.1％、無効訴訟が 15.75％であった。面白いことに TRAB の決定

を覆した事件のほとんど半分の原告は外国、香港、マカオ又は台湾籍であった。更に、

TRAB の決定の逆転に関して中国籍よりも非居住者の勝率がやや高かった。2011 年から

2015 年の間で、非居住者の原告の逆転率は 19.72％であった。 

 

以上の数値は、中国の商標制度が中国企業に有利というこれまでの見方を変えさせる

もので、外国の商標所有者が権利行使するのに有効な制度となっていることを示す証拠

となるものである。 

                            

  （出典：World Trademark Review） 
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